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生活クラブ生活協同組合・ 
店舗（デポー）定型約款

生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

【目的・適用】
第１条
この約款は生活クラブ生活協同組合・東京（以下、
「生協」といいます）の店舗事業の利用に関するルー
ルを定めます。
デポー利用は東京事業となります。
【店舗事業の内容】
第２条
生協は、利用者（次条により利用登録を行なった利
用者名義者）に対して、店頭での販売並びにカタロ
グ及び注文書（以下、カタログ等といいます）を配
布し、事前に注文いただいた品物を店舗で受け渡し
します。

事の次、かほの業事配宅るめ定に項前、は者用利 ⒉
項のために宅配事業の仕組みを利用することがで
きます。

住、業事祉福、業事ーギルネエ、済共（業事種各 ①
宅等）に関する紹介依頼（生協は依頼を受けた事
業に関する資料をお届けします）。

額金るす資増にもとと金代の等物品は協生（資増 ②
を受領し、出資金に充当します）。

。読購の』治自と活生『誌報情関機刊月 ③
たのしうど員合組（」度制いあけすたロコッエ「 ④

すけあいと地域福祉推進のための制度）の利用。
か預を額金募にもとと金代の等物品は協生（金募 ⑤

り、あらかじめご案内した募金先にお渡しします）。
のこ、はていつに領受の銭金る係に⑤～②の項前 ⒊

。すまりよにろことるめ定の下以条21第の 約
テ、争紛域地・争戦、故事、候天悪の度極、害災 ⒋

ロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、
行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により
店舗事業の全部又は一部の提供を停止することが
あります。店舗事業の提供の停止について、生協
は責任を負わないものとします。

【利用登録】
第３条
組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行な
うことで、前条に定める宅配事業を利用することが
できます。その際、原則として品物等の代金及び手
数料その他（以下、「代金等」といいます）の引落
しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要で
す。

法、は合場るす望希を用利の業事舗店が者年成未 ⒉
定代理人の同意を得て利用登録を行なうことがで
き、以後の商品品物についても、法律が禁止する
場合を除き、法定代理人の同意をえているものと
みなします。また、高齢者が店舗事業の利用を希
望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、店
舗事業の円滑な提供に支障がないかを検討させて
いただく場合があります。

登用利はに合場の次、ずらわかかに定規の項2前 ⒊
録をお断りすることがあります。

払支の等額金用利に去過が族家ごは又人本員合組 ①
いを怠ったことがある場合など、代金のお支払い
に不安がある場合。

に件条用利の業事舗店の協生るめ定に等款約のこ ②
合わず、円滑な利用が困難と想定される場合。

③ そ、合場い多がルブラトのと協生どな求要な剰過 

の他店舗事業の円滑な提供に支障が想定される場合。
組、で上た得を可許の庁政行、は協生、合場の次 ⒋

合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがっ
て利用登録を受け付けることにより、前条に定め
る店舗事業を利用させることができます。その際、
利用者は代金等の支払い方法について生協との協
議の上定め、必要な対応を行なうものとします。

者置設の設施祉福会社・設施療医・設施化文育教 ①
が施設利用者への提供に必要な物品を購入する場
合。

の間期定一らか生発害災、が者難避のらか地災被 ②
間、生活に必要な物品を購入する場合。

承の人義名座口、はてったあに録登用利の者用利 ⒌
諾を得るものとします。この場合、名義人からの
意義については、利用登録を行なった者が責任を
持って対応します。

、スレドアルーメにジーペBEWの定所は者用利 ⒍
パスワード等の必要事項を入力し、送信すること
により、インターネット注文システムを利用する
ことができます。インターネット注文システムの
利用に関わるルールは、この約款のほか、「特定
商取引法に基づく表記について」の定めるところ
によります。

つに者用利な要必が録登の座口の関機融金等行銀 ⒎
き、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場
合の扱いについては、この約款の規定にかかわら
ず、別途定めるところによります。

振・号番話電・先け届お・所住・名氏、は者用利 ⒏
替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更す
る必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に
届け出るものとします。

【品物の注文】
第４条
品物の予約注文をいただいた場合は、店舗での注文
書の提出の時点で生協が注文を承諾したものとし、
売買契約が成立します。

提が書文注たれさ入記はたま字印が前名の者用利 ⒉
出された場合は利用者本人によるちゅうもんが
あったとみなします。

【利用制限】
第５条
転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物の購
入はできません。

断判が協生とるえ超を度限用利ので庭家な的般一 ⒉
した場合は、生協から電話等による確認、数量減
等の要請、注文時の支払いの要請、売買契約の排
除などの対応を行なう場合があります。

【利用停止・登録解除】
第６条
「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを
意味します。
①利用停止
デポーカードの利用を停止したとき。
②登録解除
店舗事業の利用停止を抹消すること。

者用利るす望希を除解録登や止停用利の業事配宅 ⒉
は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従っ
て利用停止や登録解除を行ないます。組合員が生
協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申
し出に従って登録解除を行ないます。

もてくなが出し申おのらか者用利、はに合場の次 ⒊
生協側から利用停止や登録解除を行なう場合があ
ります。これに加えて、生協が必要と認めるとき
は、既に受けた注文に関して売買契約を解除する
場合もあります。

等物品たしと的目を為行商、れ入質、貸賃、売転 ①
の購入を行なっていたことが判明した場合。

行を為行品返に量大てし返り繰くな由理な的理合 ②
なった場合。

し関に等額金・量数・類種の等物品、らか者用利 ③

て適当でない注文が行なわれている等の理由に基
づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお
申し出があった場合。

か人義名座口に合場るな異が人義名座口と者用利 ④
ら引落し停止の申し出があり、利用者に連絡して
も登録口座やお支払い方法を変更いただけなかっ
た場合。

たし当該に条41第りよにい払未の等金代の等物品 ⑤
場合。

業事舗店他のそ、合場るす当該に号各項3第条3第 ⑥
の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた
場合。

たっなこおを録登用利ていづ基に号1項4第条3第 ⒋
利用者に関して、次に揚げる事態が生じた場合、
生協は直ちに登録解除を行ないます。この場合、
生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除
することができ、併せて、当該利用者の生協に対
する債務に関し、期限の利益を喪失したものとし
て直ちに全ての債務の履行を請求できるものとし
ます。

① 品物等代金等の未払いにより第14条に該当した場合。
じ生が項事るす難困を行履の約契人個は又画計本 ②

た場合。
。合場たっあが為行信背の他のそ欺詐るす対に協生 ③

【品物等のお届け】
第７条
注文を受けた品物等の受け渡しは、店頭での受け渡
しとなります。

品に時たし領受が者用利各、はし渡け受ので頭店 ⒉
物等の引き渡しを完了し、所有権を移転するもの
とします。

届おてに便配宅に等グロタカ、ずらわかかに項前 ⒊
けする旨を記載した品物等については、外部業者
の宅配便により配達します。その場合は、各利用
者が受領した時に品物等の引き渡しを完了し、所
有権を移転するものとします。

【配達明細書及び請求書】
第８条
生協は、注文を受けた品物等の受け渡しを併せて明
細書をお渡しします。店舗事業のご利用明細（以下、
「請求書」といいます）は月1回、生協が年度ごとに
定めた期間の請求額をまとめて発行します。（請求
書の発行が必要ないと申請があった場合は請求書の
発行はしないものとします。）
【品物等のお届けができない場合】
第９条
災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、
争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政
庁の処分・指導等の措置、輸出入の再の港湾作業の
遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量
不足、注文の著しい増加、その他の事由によって注
文通りの品物の受け渡しができない場合があります。

届おや日け届お、りよに断判の協生、合場の項前 ⒉
け方法の変更、お届けの中止、お届けの分量の削
減、生協の定めたルールによる代替品の提供によっ
て対応する場合があります。これからの事情につ
いては、原則として配達明細書、電話、電子メー
ル等の電磁的方法によりお知らせするものとし、
代金等の返金等が発生する場合は、原則として代
金からの減額により行ないます。

ごに前事ていつに供提の品替代、ちうの応対項前 ⒊
同意いただいてない場合、利用者は、生協による
代替品の提供からその都度生協が定める期間以内
に代替品を返品することができます。この場合、
注文した品物は提供できなかったものとして、原
則として代金からの減額により代金等の返金等を
行ないます。

2前てしを則原は協生、ていつに応対るよに項3前 ⒋
項に定める返金等の他に責任を負わないものとし
ます。

法令、その他管理手順書に従い、合理的な安全対策
を講ずるものとする。
⒉　不要になった個人情報および所定の保存期間が
終了した個人情報は、適正な方法によって破棄また
は消去するものとする。

第８条（個人情報の秘密保持に関する従事者の責務）
個人情報の収集、利用、提供又は委託処理等、個

人情報を取り扱う業務に従事する者は、法令、本規
程及びその他の管理手順書もしくは個人情報保護管
理者の指示した事項に従い、個人情報保護に十分な
注意を払ってその業務を行なうものとする。

第９条（個人情報の委託処理に関する措置）
個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合

は、委託業務目的以外の使用および複製の禁止、秘
密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定
める等、委託を受けた物に対する必要かつ適切な監
督を行なうものとする。

第５章　開　示
第10条（事項の回答）
組合は保有する個人データに関する次の事項につ

いて、本人の求めに応じて遅滞なく回答するものと
する。
①保有個人データの利用目的
②第11条、12条、13条に定める事項の手続き

申の情苦のていつにい扱り取のターデ人個有保 ③
出先

第11条（開示）
本人から自己の情報について開示の請求があった

場合は、本人であることを確認した上で、別に定め
る手順で行なうものとする。
⒉　前項にかかわらず、次の場合には開示請求に応
じない。

不がとこるせら知に人本、りおとるめ定に令法 ⑴
適当と判断される場合。

そ、くなが示明の由理的理合に会照のらか人本 ⑵
れらに応えていけば業務に著しく支障が生じる
恐れが亜る場合。

⒊　前項に基づき、開示請求に応じない場合は、原
則として本人にその理由の説明を行なうものとする。

第12条（訂正・削除）
個人情報の記録内容に誤りがあって、本人から訂

正または削除の請求を受けた場合は、訂正・削除す
べき事実を確認の上遅滞なくその請求に応じるもの
とする。

第13条（自己情報の利用又は提供の拒否権）
組合が保有している個人情報については、本人か

ら自己の情報についての利用又は第三者への提供を
正当な理由で拒まれた場合は、これに応ずるものと
する。ただし、法令に基づき、本人の同意を得ずに
第三者に個人情報を提供したことを理由とする場合
はこの限りではない。

第６章　組織・教育・その他
第14条（個人情報保護管理責任者）
組合は、本規程の厳正な運用を行なうために、個

人情報保護管理責任者を配置する。

第15条（個人情報保護管理責任者の責任）
個人情報保護管理責任者は、本規程の定めるとこ

ろに基づき、個人情報保護に関する内部規定の整備、
安全対策の実施、教育訓練等を推進するための計画
を策定し、周知徹底等の措置を実践する責任を負う
ものとする。

第16条（報告義務）
組合の役員、職員・従業員は、法令および本規程

を遵守すると共に、事故及び法令違反となる行為を
発見した場合には、速やかに個人情報保護管理者へ
報告しなければならない。
⒉　個人情報保護管理責任者は、その取り扱う個人
データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの
安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害
するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会
規則で定めるものが生じたときは、当該事態が生じ
た旨を個人情報保護委員会に報告しなければならな
い。ただし、委託を受けた場合であって、当該事態
が生じた旨を委託先に通知したときは、この限りで
ない。
⒊　前項に規定する場合には、本人に対し、当該事
態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、
本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利
益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をと
るときは、この限りでない。

第17条（懲戒）
法令および本規程に故意又は重大な過失により違

反した職員・従業員は、就業規則の定めるところに
より懲戒に処するものとする。

第18条（教育）
組合は、個人情報保護の重要性を理解させ、確実

な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に
従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行なう。

第19条（規程の改廃）
本規程の改廃は、個人情報保護管理責任者が起案

し、統括専務理事が決裁する。

附　則
（実施期日）
第1条　本規程は、2005年4月1日より施行する。
第2条　本規程は、2015年12月1日より改定施行する。
第3条　本規定は、2022年4月1日より改訂施工する。

組合員個人情報利用に関する 
お知らせ

生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

組合員の皆さんへ
インターネットの普及、電子取引の実用化など社

会経済の電子情報化の進展に伴い、共同購入申込・
受発注・配送等の個人情報のデータ化が進み、情報
を取り巻く環境が急速に変化しています。
ネットワークで接続されている情報システムが常

に外的脅威にさらされていることを認識し、組合員
の方々へ正確で安定的な情報を提供するとともに、
他に対しては個人情報保護に留意し、社会経済環境
変化に的確に対応していかなくてはなりません。
生活クラブ生協は、あらためて個人情報に関する

法律等を遵守するとともに、適切な取扱いに関する
「個人情報保護基本方針」を定めました。
生活クラブ組合員の皆様には、「個人情報保護基

本方針」とともに、個人情報の利用についても、下
記に記載された目的により利用させていただいてい
ることをご確認くださるようお願い申し上げます。
また、アンケート等で個人情報が集積される場合

は、あらかじめその利用目的を示し、必要な範囲に
限って利用させていただきます。

個人情報の利用目的
組合員の個人情報は、以下の目的のために利用さ
せていただきます。

①出資金や組合員名簿の管理、利用割戻しの計算。
発受、絡連、内案の業事の記下たれらめ定に款定 ②

注、ご請求、利用代金決済、事故・クレーム等緊
急の連絡対応、及びこれに付随する業務。

加にれこ（し入購を資物な要必に活生の員合組 ⒜
工しまたは生産し）て組合員に供給する事業。

の用利と置設の設施同協な用有に活生の員合組 ⒝
事業。
⒞組合員の生活改善及び文化の向上を図る事業。
⒟組合員の生活の共済を図る事業。

事る図を進増の祉福と上向の療医健保の員合組 ⒠
業。

識知るす関に業事合組の員業従合組び及員合組 ⒡
向上を図る事業。
上記の事業に付帯する事業。

活生・）析分用利、発開再、発開材費消（材費消 ③
改善・文化の向上に関する活動、利用アンケート、
キャンペーン・イベント及び市場調査・購買動向
に関する資料の送付・回収の確認。消費材情報や
申込書のダイレクトメールによるお知らせ。

動活の協生にめたるめ進に滑円を営運関機の協生 ④
や事業に関わる情報の提供。

。収回・付送トーケンアのめたの善改ムテスシ業事 ⑤
・会合連（プールグブラク活生、集募員合組規新 ⑥

他単協・関連会社等）の活動と事業の案内。
き続手種各るけおに等業事連関祉福・険保・済共 ⑦

代行。
合連合組同協活生合連業事ブラク活生びよお協生 ⑧

会（以下「生活クラブ連合会」といいます）、生
活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会（以下
「生活クラブ共済連」といいます）における以下
の注記に基づく共同利用。

、検点の金資出、はていつに管保の報情人個員合組 ⑨
経理上の必要と法律上定められた期間、利用消費
材の事故・クレームに対応する期間、安全性・正
確性に留意し、使用期間の過ぎた個人情報につい
ては、すみやかに適正な方法で廃棄します。

用する組合員の個人データ（組合員番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号・e-mailアドレス）を
生協および生活クラブ連合会、生活クラブ共済連
で共同利用します。共同利用に関する組合員個人
情報データの総管理責任者は生活クラブ連合会で
す。なお、共同利用を行なう団体以外に業務を委
託する際、組合員個人情報を提供する場合があり
ますが、その場合も上記1～9の利用目的の範囲と
します。

組合員個人情報の保管については、出資金の点検、
経理上の必要と法律上定められた期間、利用消費材
の事故・クレームに対応する期間、安全性・正確性
に留意し、使用期間の過ぎた個人情報については、
すみやかに適正な方法で廃棄します。

問合わせ窓口
生活クラブ生活協同組合
個人情報保護推進委員会
TEL　03（5426）5200
住所　東京都世田谷区宮坂3-13-13

2022年9月発行
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個人情報保護基本方針
生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

生活クラブ生活協同組合（東京）、23区南生活ク
ラブ生活協同組合、北東京生活クラブ生活協同組合、
多摩きた生活クラブ生活協同組合、多摩南生活クラ
ブ生活協同組合は、人格尊重の理念にもとづき個人
情報取り扱いの重要性を認識し、個人の権利や意思
を尊重するために、保有する個人情報に関して法律
等を遵守した取り扱い方法を定め、適切な取り扱い
に努めます。
以下の通り個人情報保護に関する基本方針を定

め、組合員と生産者、地域社会からの信頼に応えて
いきます。

に示明の的目用利と得取・集収な正適の報情人個 ⒈
ついて
定款に定められた事業の安定した業務遂行のため

に、組合員から必要な情報を収集させていただきま
す。組合員基礎データ管理、業務の遂行、生活クラ
ブの活動紹介、組織運営で必要な個人情報の収集を、
生協法その他法令等に照らし適正かつ公正な方法に
よって行ないます。
また、アンケート等で個人情報が集積される場合

は、あらかじめその利用目的を示し、アンケート情
報は必要な範囲に限って利用します。
生活クラブグループ組織が共同利用する場合は、

共同利用の組織範囲、利用する情報の種類・目的な
どを、あらかじめ本人に通知し、または、ホームペー
ジ等に掲載し、本人が容易に知り得る状態に置くも
のとします。
第三者への情報提供は、あらかじめ承諾を得てい

る場合の他、法令等、また公共の利益のために必要
と判断される場合においてのみ行ないます。

いつにトンメジネマと制体理管全安護保報情人個 ⒉
て

⑴ 個人情報保護に関する内部規程の整備、「個人情
報管理者」の配置
個人情報保護に関する内部規程を整備し、個人情

報の取扱いについて明確な方針を示し、周知徹底し
ます。統括責任者と運用に関し決定権限を持つ情報
保護担当者等を設置し、各組織における指示系統及
び責任等を果たす職務を定めます。
情報システムに対する脅威（例えば、盗聴、侵入、

改ざん、破壊、窃盗、漏洩、攻撃等）から保護する
情報資産を明確にするとともに、情報資産ごとに機
密性や利用環境等を考慮したリスク分析を行ない、
結果に従い管理対策の実施や、教育訓練等の推進・
維持のためのマネジメント体制を確立します。

⑵人的安全管理措置
個人情報を扱う全職員・従業者（臨時職員を含む）
は、個人情報保護基本方針ならびに、法律・条例等
を遵守しなければなりません。関連する就業規則等
を整備し、職員・従業員の雇用に際しても個人情報
保護について同意を求めます。
全職員を対象に、個人情報保護に関する教育研修

を実施します。特に当該職員の情報保護に関する権
限と責任を明確にし、教育・研修を強化します。

⑶物理的安全管理措置
電子計算機室や事務所等、重要な情報資産を保管

する場所について、不正な立入りや盗難・損傷およ
び妨害から保護するために適切な設備の設置、入退
室や機器管理における物理的な対策を講じます。

⑷技術的安全管理措置
不正アクセスやウィルスによる個人情報の破壊・

漏洩を避けるため、技術的対策を講じます。
情報システムの利用者等が、個人情報保護規程を

遵守しているかどうかについて、確認できる措置を
とります。

⑸情報内容の正確性の確保と廃棄
情報内容の正確性を確保し、最新なものとするた

めに常に適切な処置を講じていきます。
また、使用されなくなった個人情報については、

流出・漏洩に留意しつつ、速やかに適正な方法で廃
棄します。

⑹委託先の監督
業務委託契約を締結する際には、業務委託先の個

人情報保護に関する信頼性等を十分審査し、契約書
内容についてもその旨を反映させます。

⒊評価・見直しと監査体制の整備・充実
個人情報保護基本方針の実施状況、将来の技術、

情報保護環境の変化・外的脅威の状況等を踏まえ、
必要であれば更新するなど継続的に評価・見直しを
行ないます。そのために、監査体制を整備し、その
結果を個人情報保護取り組みの評価・見直しに反映
させます。

等止停用利・更変・示開るす関にターデ人個有保 ⒋
の求めへの対応について
他の法令に違反することとなる場合等の法に基づ

く場合を除き、本人の申し出にもとづき自らの保有
データに関する開示、訂正、削除等の請求があった
場合は、請求者がご本人であることを確認した上で
対応します。

⒌個人情報の取扱いに関する問合せ相談
個人情報の取扱いに関する苦情等に対する適切・

迅速な相談に努めます。
問い合わせや連絡先は、ホームページなどで公表

します。

問合わせ窓口
生活クラブ生活協同組合（東京）
個人情報保護推進委員会
TEL　03（5426）5200
住所　東京都世田谷区宮坂3-13-13

個人情報管理基本規程
生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

第１章　総　則
第１条（目的）
本規程は、生活クラブ生活協同組合（以下　組合）

の事業遂行に関連して、取り扱う個人情報を適切に
管理するために、個人情報保護にかかわる基本的事
項を定めたものである。
⒉　本規程は、組合「プライバシーポリシー」各条
項に定める安全管理体制と安全管理措置等を示すと
ともに適宜見直し改善していく。また本規定に定め
のない項目については、関係法令の定めに従う。

第２条（定義）
本規程において「個人情報」とは、組合の事業運

営に関連して収集された個人に関する情報で、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個
人別に付された番号、記号その他の符号、画像もし
くは音声により当該個人を識別できるものをいう。
なお「個人情報」の形態は見読可能なものおよび

情報記録媒体に記録されたものをいう。
⒉　「個人番号」とは、行政手続における特定の個
人を識別するために、住民票に係る者に付番された
ものをいう。「特定個人情報」とは、個人番号を含
む個人情報をいう。なお「個人情報」及び「個人番
号」、「特定個人情報」の形態は見読可能なものおよ
び情報記録媒体に記録されたものをいう。
⒊　本規程で用いるその他の用語の定義は、特段の
定めのない限り個人情報保護法及び番号法その他の
関係法令・ガイドラインの定めるところによる。

第３条（適用範囲）
本規程は、組合の役員及び職員・嘱託職員・臨時

職員に対して適用する。又、個人情報を取り扱う業
務を外部に委託する場合、及び労働者派遣法に基づ
く派遣労働者を受け入れる場合等も、この規定の目
的とするところに従って、個人情報の適切な保護を
図るものとする。

第２章　個人情報の収集
第４条（収集の原則）
個人情報の収集は、次の原則に従って行なうもの

とする。
からあ、ていおに囲範な要必上行遂業事の合組 ⑴

じめ利用目的を特定すること。
収、いな行てっよに段手な正公つか法適は集収 ⑵

集に際して本人に利用目的を明示すること。
、はてし際にるす集収を報情人個のらか者三第 ⑶

その手段が適法かつ公正な手段であることを確
認し、当該個人の保護に値する正当な利益を侵
害することのないように留意すること。

第３章　個人情報の利用
第５条（利用・提供）
個人情報を取得した時は、あらかじめ利用目的を

公表している場合を除き、速やかに、その利用目的
を本人に通知し、又は公表しなければならない。
⒉　個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行
なうものとする。

の的目たし示明めじからあ、は用利の報情人個 ⑴
範囲に限ること。

的目用利の前更変、は合場るす更変を的目用利 ⑵
と相当の関連性を有すると合理的に認められる
範囲内で行なうとともに、その変更目的と内容
を本人に通知し、又は公表すること。

いな得を意同の人本、き除を合場くづ基に令法 ⑶
で、個人情報を第三者へ提供してはならないこと。

者用利同共、は合場の用利同共るよにプールグ ⑷
の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報
管理の所在などについて、あらかじめ本人に通
知し、又は本人が容易に知り得る状態におくも
のとする。

第４章　適正管理義務
第６条（個人情報の正確性の確保）
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、

正確かつ最新の状態で管理するものとする。

第７条（個人情報の利用の安全性確保）
個人情報に関するリスク（個人情報への不当なア

クセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい
等）に対して、本規程において定める事項のほか、

【品物等に問題がある場合】
第10条
お届けした品物等に問題がある場合、注文と相違し
ている場合、カタログ等と相違している場合には、
交換または返品によって対応します。返品の場合は、
原則として代金からの減額により代金等の返金等を
行ないます。

どな品用月正・スマスリク、もで合場の外以項前 ⒉
特定の時期に届かなければ著しく価格が低下する
品物等について、納品が予定の次期より遅れた場
合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの
ご連絡に沿って返品を行なうことによって、原則
として代金からの減額により代金等の返金等を受
けることができます。

よに等物品、は協生、ていつに応対るよに項2前 ⒊
り利用者に直接発生した損害がある場合を除き、
前2項に定める返金等の他に責任を負わないもの
とします。

【利用者のご都合による返金】
第11条
前条に定める場合を除き、原則として品物等を返品
することができません。

品返はていつに物品の部一、ずら係にめ定の条前 ⒉
が可能です。その対象品目と返品方法は、カタロ
グ上でご案内します。

、もてっあで合場いなきでが品返ばれよに項2前 ⒊
やむを得ない事情があると生協が認めたときには、
返品を受け付ける場合があります。

てしと則原、合場たけ付け受を品返りよに項3前 ⒋
代金等からの減額により代金等の返金等を行ない
ます。

【店舗事業における利用者へのポイント付与】
第12条
生協は、店舗事業のレジ利用に応じ利用者に対して
ポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールに
したがってこれを利用することができます。

め定に別はルールるす関に用利と与付のトンイポ ⒉
ます。

【ご請求金額に対する疑義等】
第13条
請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期
限までに支払いができない場合には、利用者はあら
かじめ生協に連絡し、支払い方法等を含む以後の対
応について協議するものとします。
【利用代金・手数料等の支払方法】
第14条
代金等の支払い方法については、原則として、次の
中から利用者と生協が協議して定めます。

し落引と限期象対（しと落き引らか座口の等行銀 ①
日は年度ごとに生協が別途定める）。

場たし定指が協生他のそアトス・スンエニビンコ ②
所、またはゆうちょ銀行払込票での払込（対象期
限と引落日は年度ごとに生協が別途定める）。

）く除はい払支の資増（い払支ので金現でジレの舗店 ③
ていづ基に号1第項4第条3第、ずらわかかに項前 ⒉

利用登録を行なった利用者については、生協との
協議により、1ヵ月分の代金等を銀行等に設けた
生協の口座に振り込む方法により支払うことがで
きます。

う払支を等金代りよにし落引のらか座口の等行銀 ⒊
場合、予定の日に引落しができなかったときには、
翌月の請求に加算してお支払いいただきます。

ので等アトス・スンエニビンコたし付を限期払支 ⒋
支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票により代金
等を支払う場合、支払期限までに払込みできなかっ
たときは、翌月の同票に加算してお支払いいただ
きます。

【代金等の未払いへの対応】
第15条
前条第3項による加算請求の引落しができなかった

場合、または前条第4項による支払期限までに加算
代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次
の対応をさせていただきます。第3条4項第1号に基
づいて利用登録を行なった利用者が、前条第2項に
より生協との間で確認した支払期日までに代金等を
支払わなかった場合も同様とします。

止中を達配の物品、付受の文注、布配のグロタカ ①
します。

べす、てしとのもたし失喪を益利の限期は者用利 ②
ての代金等について直ちに支払いを請求します。

で等アトス・スンエニビンコたし付を限期い払支 ③
の支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票を送付し
ます。

ていつに用費たし担負が協生てし関に応対の後以 ④
は、実費用相当を申し受けます。

【支払計画書及び誓約書】
第16条
前条第3号の支払期限までに代金等のお支払いをい
ただけなかった場合、生協はその方（以下、「債務者」
といいます）に対して、生協が定めた様式による支
払計画書および誓約書の提出を請求することができ

日01らか求請は者務債、合場たっあが求請の項前 ⒉
以内（請求時に別に定めた期限があればその期限
内に）支払計画書および誓約書を提出しなければ
ならない。

書約誓びよお書画計払支にでま限期るめ定に項前 ⒊
が提出されなかった場合、または提出された支払
計画書に基づく支払いが行なわれないなど将来に
わたって代金等の支払いが望めないと認められる
場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債
権の回収委託等を行なう場合があります。

【連帯保証人】
第17条
生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払
計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連
帯保証人を立てるように求めることができる。
【支払期限】
第18条
支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則とし
て第13条1項に定める本来の支払予定日（法人利用
に関して、同条第2項に基づき生協と協議して定め
た別の支払予定日があればその日、以下同じ）から
3ヵ月以内とします。

者務債は用費る係に済弁の務債るよに書画計払支 ⒉
が負担するものとします。

【債務者の出資金に関する特則】
第19条
債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して
出資口数の減少を要請することができます。債務者
が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、
債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協
の債務責任者に対する債権を相殺することができます。
【協議解決】
第20条
本約款および関連する規定等に関し、適用上の疑義
が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じ
た場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合
い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとし
ます。
【管轄裁判所】
第21条
利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、
生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所
または簡易裁判所を第1審の専門的合意管轄裁判所
とします。
【本規約の変更】
第22条
生協は、店舗事業の充実・合理化、利用者の便宜向
上、社会情勢の変化への対応、その他店舗事業お円
滑な実施のため必要がある場合に本約款を変更する

ことができます。
更変、旨るす更変を款約本、は協生、合場の項前 ⒉

後の本約款の内容および変更の効力発生日につい
て、変更の効力発生日までの間に次に定める方法
を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

示掲ので舗店 ①
法方的磁電の等信送のルーメ子電 ②

示掲のへトイサBEW ③
適るめ定が協生の他のそ法方の告公るめ定に款定 ④

切な方法

【付則】
。すまし行施りよ日13月3年0202は款約当 ⒈
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個人情報保護基本方針
生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

生活クラブ生活協同組合（東京）、23区南生活ク
ラブ生活協同組合、北東京生活クラブ生活協同組合、
多摩きた生活クラブ生活協同組合、多摩南生活クラ
ブ生活協同組合は、人格尊重の理念にもとづき個人
情報取り扱いの重要性を認識し、個人の権利や意思
を尊重するために、保有する個人情報に関して法律
等を遵守した取り扱い方法を定め、適切な取り扱い
に努めます。
以下の通り個人情報保護に関する基本方針を定

め、組合員と生産者、地域社会からの信頼に応えて
いきます。

に示明の的目用利と得取・集収な正適の報情人個 ⒈
ついて
定款に定められた事業の安定した業務遂行のため

に、組合員から必要な情報を収集させていただきま
す。組合員基礎データ管理、業務の遂行、生活クラ
ブの活動紹介、組織運営で必要な個人情報の収集を、
生協法その他法令等に照らし適正かつ公正な方法に
よって行ないます。
また、アンケート等で個人情報が集積される場合

は、あらかじめその利用目的を示し、アンケート情
報は必要な範囲に限って利用します。
生活クラブグループ組織が共同利用する場合は、

共同利用の組織範囲、利用する情報の種類・目的な
どを、あらかじめ本人に通知し、または、ホームペー
ジ等に掲載し、本人が容易に知り得る状態に置くも
のとします。
第三者への情報提供は、あらかじめ承諾を得てい

る場合の他、法令等、また公共の利益のために必要
と判断される場合においてのみ行ないます。

いつにトンメジネマと制体理管全安護保報情人個 ⒉
て

⑴ 個人情報保護に関する内部規程の整備、「個人情
報管理者」の配置
個人情報保護に関する内部規程を整備し、個人情

報の取扱いについて明確な方針を示し、周知徹底し
ます。統括責任者と運用に関し決定権限を持つ情報
保護担当者等を設置し、各組織における指示系統及
び責任等を果たす職務を定めます。
情報システムに対する脅威（例えば、盗聴、侵入、
改ざん、破壊、窃盗、漏洩、攻撃等）から保護する
情報資産を明確にするとともに、情報資産ごとに機
密性や利用環境等を考慮したリスク分析を行ない、
結果に従い管理対策の実施や、教育訓練等の推進・
維持のためのマネジメント体制を確立します。

⑵人的安全管理措置
個人情報を扱う全職員・従業者（臨時職員を含む）
は、個人情報保護基本方針ならびに、法律・条例等
を遵守しなければなりません。関連する就業規則等
を整備し、職員・従業員の雇用に際しても個人情報
保護について同意を求めます。
全職員を対象に、個人情報保護に関する教育研修

を実施します。特に当該職員の情報保護に関する権
限と責任を明確にし、教育・研修を強化します。

⑶物理的安全管理措置
電子計算機室や事務所等、重要な情報資産を保管

する場所について、不正な立入りや盗難・損傷およ
び妨害から保護するために適切な設備の設置、入退
室や機器管理における物理的な対策を講じます。

⑷技術的安全管理措置
不正アクセスやウィルスによる個人情報の破壊・
漏洩を避けるため、技術的対策を講じます。
情報システムの利用者等が、個人情報保護規程を
遵守しているかどうかについて、確認できる措置を
とります。

⑸情報内容の正確性の確保と廃棄
情報内容の正確性を確保し、最新なものとするた
めに常に適切な処置を講じていきます。
また、使用されなくなった個人情報については、
流出・漏洩に留意しつつ、速やかに適正な方法で廃
棄します。

⑹委託先の監督
業務委託契約を締結する際には、業務委託先の個
人情報保護に関する信頼性等を十分審査し、契約書
内容についてもその旨を反映させます。

⒊評価・見直しと監査体制の整備・充実
個人情報保護基本方針の実施状況、将来の技術、
情報保護環境の変化・外的脅威の状況等を踏まえ、
必要であれば更新するなど継続的に評価・見直しを
行ないます。そのために、監査体制を整備し、その
結果を個人情報保護取り組みの評価・見直しに反映
させます。

等止停用利・更変・示開るす関にターデ人個有保 ⒋
の求めへの対応について
他の法令に違反することとなる場合等の法に基づ
く場合を除き、本人の申し出にもとづき自らの保有
データに関する開示、訂正、削除等の請求があった
場合は、請求者がご本人であることを確認した上で
対応します。

⒌個人情報の取扱いに関する問合せ相談
個人情報の取扱いに関する苦情等に対する適切・
迅速な相談に努めます。
問い合わせや連絡先は、ホームページなどで公表
します。

問合わせ窓口
生活クラブ生活協同組合（東京）
個人情報保護推進委員会
TEL　03（5426）5200
住所　東京都世田谷区宮坂3-13-13

個人情報管理基本規程
生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

第１章　総　則
第１条（目的）
本規程は、生活クラブ生活協同組合（以下　組合）
の事業遂行に関連して、取り扱う個人情報を適切に
管理するために、個人情報保護にかかわる基本的事
項を定めたものである。
⒉　本規程は、組合「プライバシーポリシー」各条
項に定める安全管理体制と安全管理措置等を示すと
ともに適宜見直し改善していく。また本規定に定め
のない項目については、関係法令の定めに従う。

第２条（定義）
本規程において「個人情報」とは、組合の事業運

営に関連して収集された個人に関する情報で、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個
人別に付された番号、記号その他の符号、画像もし
くは音声により当該個人を識別できるものをいう。
なお「個人情報」の形態は見読可能なものおよび

情報記録媒体に記録されたものをいう。
⒉　「個人番号」とは、行政手続における特定の個
人を識別するために、住民票に係る者に付番された
ものをいう。「特定個人情報」とは、個人番号を含
む個人情報をいう。なお「個人情報」及び「個人番
号」、「特定個人情報」の形態は見読可能なものおよ
び情報記録媒体に記録されたものをいう。
⒊　本規程で用いるその他の用語の定義は、特段の
定めのない限り個人情報保護法及び番号法その他の
関係法令・ガイドラインの定めるところによる。

第３条（適用範囲）
本規程は、組合の役員及び職員・嘱託職員・臨時

職員に対して適用する。又、個人情報を取り扱う業
務を外部に委託する場合、及び労働者派遣法に基づ
く派遣労働者を受け入れる場合等も、この規定の目
的とするところに従って、個人情報の適切な保護を
図るものとする。

第２章　個人情報の収集
第４条（収集の原則）
個人情報の収集は、次の原則に従って行なうもの

とする。
からあ、ていおに囲範な要必上行遂業事の合組 ⑴

じめ利用目的を特定すること。
収、いな行てっよに段手な正公つか法適は集収 ⑵

集に際して本人に利用目的を明示すること。
、はてし際にるす集収を報情人個のらか者三第 ⑶

その手段が適法かつ公正な手段であることを確
認し、当該個人の保護に値する正当な利益を侵
害することのないように留意すること。

第３章　個人情報の利用
第５条（利用・提供）
個人情報を取得した時は、あらかじめ利用目的を

公表している場合を除き、速やかに、その利用目的
を本人に通知し、又は公表しなければならない。
⒉　個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行
なうものとする。

の的目たし示明めじからあ、は用利の報情人個 ⑴
範囲に限ること。

的目用利の前更変、は合場るす更変を的目用利 ⑵
と相当の関連性を有すると合理的に認められる
範囲内で行なうとともに、その変更目的と内容
を本人に通知し、又は公表すること。

いな得を意同の人本、き除を合場くづ基に令法 ⑶
で、個人情報を第三者へ提供してはならないこと。

者用利同共、は合場の用利同共るよにプールグ ⑷
の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報
管理の所在などについて、あらかじめ本人に通
知し、又は本人が容易に知り得る状態におくも
のとする。

第４章　適正管理義務
第６条（個人情報の正確性の確保）
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、
正確かつ最新の状態で管理するものとする。

第７条（個人情報の利用の安全性確保）
個人情報に関するリスク（個人情報への不当なア

クセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい
等）に対して、本規程において定める事項のほか、

【品物等に問題がある場合】
第10条
お届けした品物等に問題がある場合、注文と相違し
ている場合、カタログ等と相違している場合には、
交換または返品によって対応します。返品の場合は、
原則として代金からの減額により代金等の返金等を
行ないます。

どな品用月正・スマスリク、もで合場の外以項前 ⒉
特定の時期に届かなければ著しく価格が低下する
品物等について、納品が予定の次期より遅れた場
合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの
ご連絡に沿って返品を行なうことによって、原則
として代金からの減額により代金等の返金等を受
けることができます。

よに等物品、は協生、ていつに応対るよに項2前 ⒊
り利用者に直接発生した損害がある場合を除き、
前2項に定める返金等の他に責任を負わないもの
とします。

【利用者のご都合による返金】
第11条
前条に定める場合を除き、原則として品物等を返品
することができません。

品返はていつに物品の部一、ずら係にめ定の条前 ⒉
が可能です。その対象品目と返品方法は、カタロ
グ上でご案内します。

、もてっあで合場いなきでが品返ばれよに項2前 ⒊
やむを得ない事情があると生協が認めたときには、
返品を受け付ける場合があります。

てしと則原、合場たけ付け受を品返りよに項3前 ⒋
代金等からの減額により代金等の返金等を行ない
ます。

【店舗事業における利用者へのポイント付与】
第12条
生協は、店舗事業のレジ利用に応じ利用者に対して
ポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールに
したがってこれを利用することができます。

め定に別はルールるす関に用利と与付のトンイポ ⒉
ます。

【ご請求金額に対する疑義等】
第13条
請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期
限までに支払いができない場合には、利用者はあら
かじめ生協に連絡し、支払い方法等を含む以後の対
応について協議するものとします。
【利用代金・手数料等の支払方法】
第14条
代金等の支払い方法については、原則として、次の
中から利用者と生協が協議して定めます。

し落引と限期象対（しと落き引らか座口の等行銀 ①
日は年度ごとに生協が別途定める）。

場たし定指が協生他のそアトス・スンエニビンコ ②
所、またはゆうちょ銀行払込票での払込（対象期
限と引落日は年度ごとに生協が別途定める）。

）く除はい払支の資増（い払支ので金現でジレの舗店 ③
ていづ基に号1第項4第条3第、ずらわかかに項前 ⒉

利用登録を行なった利用者については、生協との
協議により、1ヵ月分の代金等を銀行等に設けた
生協の口座に振り込む方法により支払うことがで
きます。

う払支を等金代りよにし落引のらか座口の等行銀 ⒊
場合、予定の日に引落しができなかったときには、
翌月の請求に加算してお支払いいただきます。

ので等アトス・スンエニビンコたし付を限期払支 ⒋
支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票により代金
等を支払う場合、支払期限までに払込みできなかっ
たときは、翌月の同票に加算してお支払いいただ
きます。

【代金等の未払いへの対応】
第15条
前条第3項による加算請求の引落しができなかった

場合、または前条第4項による支払期限までに加算
代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次
の対応をさせていただきます。第3条4項第1号に基
づいて利用登録を行なった利用者が、前条第2項に
より生協との間で確認した支払期日までに代金等を
支払わなかった場合も同様とします。

止中を達配の物品、付受の文注、布配のグロタカ ①
します。

べす、てしとのもたし失喪を益利の限期は者用利 ②
ての代金等について直ちに支払いを請求します。

で等アトス・スンエニビンコたし付を限期い払支 ③
の支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票を送付し
ます。

ていつに用費たし担負が協生てし関に応対の後以 ④
は、実費用相当を申し受けます。

【支払計画書及び誓約書】
第16条
前条第3号の支払期限までに代金等のお支払いをい
ただけなかった場合、生協はその方（以下、「債務者」
といいます）に対して、生協が定めた様式による支
払計画書および誓約書の提出を請求することができ

日01らか求請は者務債、合場たっあが求請の項前 ⒉
以内（請求時に別に定めた期限があればその期限
内に）支払計画書および誓約書を提出しなければ
ならない。

書約誓びよお書画計払支にでま限期るめ定に項前 ⒊
が提出されなかった場合、または提出された支払
計画書に基づく支払いが行なわれないなど将来に
わたって代金等の支払いが望めないと認められる
場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債
権の回収委託等を行なう場合があります。

【連帯保証人】
第17条
生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払
計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連
帯保証人を立てるように求めることができる。
【支払期限】
第18条
支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則とし
て第13条1項に定める本来の支払予定日（法人利用
に関して、同条第2項に基づき生協と協議して定め
た別の支払予定日があればその日、以下同じ）から
3ヵ月以内とします。

者務債は用費る係に済弁の務債るよに書画計払支 ⒉
が負担するものとします。

【債務者の出資金に関する特則】
第19条
債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して
出資口数の減少を要請することができます。債務者
が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、
債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協
の債務責任者に対する債権を相殺することができます。
【協議解決】
第20条
本約款および関連する規定等に関し、適用上の疑義
が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じ
た場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合
い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとし
ます。
【管轄裁判所】
第21条
利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、
生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所
または簡易裁判所を第1審の専門的合意管轄裁判所
とします。
【本規約の変更】
第22条
生協は、店舗事業の充実・合理化、利用者の便宜向
上、社会情勢の変化への対応、その他店舗事業お円
滑な実施のため必要がある場合に本約款を変更する

ことができます。
更変、旨るす更変を款約本、は協生、合場の項前 ⒉

後の本約款の内容および変更の効力発生日につい
て、変更の効力発生日までの間に次に定める方法
を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

示掲ので舗店 ①
法方的磁電の等信送のルーメ子電 ②

示掲のへトイサBEW ③
適るめ定が協生の他のそ法方の告公るめ定に款定 ④

切な方法

【付則】
。すまし行施りよ日13月3年0202は款約当 ⒈



4 1デポー デポー

生活クラブ生活協同組合・ 
店舗（デポー）定型約款

生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

【目的・適用】
第１条
この約款は生活クラブ生活協同組合・東京（以下、
「生協」といいます）の店舗事業の利用に関するルー
ルを定めます。
デポー利用は東京事業となります。
【店舗事業の内容】
第２条
生協は、利用者（次条により利用登録を行なった利
用者名義者）に対して、店頭での販売並びにカタロ
グ及び注文書（以下、カタログ等といいます）を配
布し、事前に注文いただいた品物を店舗で受け渡し
します。

事の次、かほの業事配宅るめ定に項前、は者用利 ⒉
項のために宅配事業の仕組みを利用することがで
きます。

住、業事祉福、業事ーギルネエ、済共（業事種各 ①
宅等）に関する紹介依頼（生協は依頼を受けた事
業に関する資料をお届けします）。

額金るす資増にもとと金代の等物品は協生（資増 ②
を受領し、出資金に充当します）。

。読購の』治自と活生『誌報情関機刊月 ③
たのしうど員合組（」度制いあけすたロコッエ「 ④

すけあいと地域福祉推進のための制度）の利用。
か預を額金募にもとと金代の等物品は協生（金募 ⑤

り、あらかじめご案内した募金先にお渡しします）。
のこ、はていつに領受の銭金る係に⑤～②の項前 ⒊

。すまりよにろことるめ定の下以条21第の 約
テ、争紛域地・争戦、故事、候天悪の度極、害災 ⒋

ロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、
行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により
店舗事業の全部又は一部の提供を停止することが
あります。店舗事業の提供の停止について、生協
は責任を負わないものとします。

【利用登録】
第３条
組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行な
うことで、前条に定める宅配事業を利用することが
できます。その際、原則として品物等の代金及び手
数料その他（以下、「代金等」といいます）の引落
しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要で
す。

法、は合場るす望希を用利の業事舗店が者年成未 ⒉
定代理人の同意を得て利用登録を行なうことがで
き、以後の商品品物についても、法律が禁止する
場合を除き、法定代理人の同意をえているものと
みなします。また、高齢者が店舗事業の利用を希
望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、店
舗事業の円滑な提供に支障がないかを検討させて
いただく場合があります。

登用利はに合場の次、ずらわかかに定規の項2前 ⒊
録をお断りすることがあります。

払支の等額金用利に去過が族家ごは又人本員合組 ①
いを怠ったことがある場合など、代金のお支払い
に不安がある場合。

に件条用利の業事舗店の協生るめ定に等款約のこ ②
合わず、円滑な利用が困難と想定される場合。

③ そ、合場い多がルブラトのと協生どな求要な剰過 

の他店舗事業の円滑な提供に支障が想定される場合。
組、で上た得を可許の庁政行、は協生、合場の次 ⒋

合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがっ
て利用登録を受け付けることにより、前条に定め
る店舗事業を利用させることができます。その際、
利用者は代金等の支払い方法について生協との協
議の上定め、必要な対応を行なうものとします。

者置設の設施祉福会社・設施療医・設施化文育教 ①
が施設利用者への提供に必要な物品を購入する場
合。

の間期定一らか生発害災、が者難避のらか地災被 ②
間、生活に必要な物品を購入する場合。

承の人義名座口、はてったあに録登用利の者用利 ⒌
諾を得るものとします。この場合、名義人からの
意義については、利用登録を行なった者が責任を
持って対応します。

、スレドアルーメにジーペBEWの定所は者用利 ⒍
パスワード等の必要事項を入力し、送信すること
により、インターネット注文システムを利用する
ことができます。インターネット注文システムの
利用に関わるルールは、この約款のほか、「特定
商取引法に基づく表記について」の定めるところ
によります。

つに者用利な要必が録登の座口の関機融金等行銀 ⒎
き、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場
合の扱いについては、この約款の規定にかかわら
ず、別途定めるところによります。

振・号番話電・先け届お・所住・名氏、は者用利 ⒏
替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更す
る必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に
届け出るものとします。

【品物の注文】
第４条
品物の予約注文をいただいた場合は、店舗での注文
書の提出の時点で生協が注文を承諾したものとし、
売買契約が成立します。

提が書文注たれさ入記はたま字印が前名の者用利 ⒉
出された場合は利用者本人によるちゅうもんが
あったとみなします。

【利用制限】
第５条
転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物の購
入はできません。

断判が協生とるえ超を度限用利ので庭家な的般一 ⒉
した場合は、生協から電話等による確認、数量減
等の要請、注文時の支払いの要請、売買契約の排
除などの対応を行なう場合があります。

【利用停止・登録解除】
第６条
「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを
意味します。
①利用停止
デポーカードの利用を停止したとき。

②登録解除
店舗事業の利用停止を抹消すること。

者用利るす望希を除解録登や止停用利の業事配宅 ⒉
は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従っ
て利用停止や登録解除を行ないます。組合員が生
協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申
し出に従って登録解除を行ないます。

もてくなが出し申おのらか者用利、はに合場の次 ⒊
生協側から利用停止や登録解除を行なう場合があ
ります。これに加えて、生協が必要と認めるとき
は、既に受けた注文に関して売買契約を解除する
場合もあります。

等物品たしと的目を為行商、れ入質、貸賃、売転 ①
の購入を行なっていたことが判明した場合。

行を為行品返に量大てし返り繰くな由理な的理合 ②
なった場合。

し関に等額金・量数・類種の等物品、らか者用利 ③

て適当でない注文が行なわれている等の理由に基
づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお
申し出があった場合。

か人義名座口に合場るな異が人義名座口と者用利 ④
ら引落し停止の申し出があり、利用者に連絡して
も登録口座やお支払い方法を変更いただけなかっ
た場合。

たし当該に条41第りよにい払未の等金代の等物品 ⑤
場合。

業事舗店他のそ、合場るす当該に号各項3第条3第 ⑥
の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた
場合。

たっなこおを録登用利ていづ基に号1項4第条3第 ⒋
利用者に関して、次に揚げる事態が生じた場合、
生協は直ちに登録解除を行ないます。この場合、
生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除
することができ、併せて、当該利用者の生協に対
する債務に関し、期限の利益を喪失したものとし
て直ちに全ての債務の履行を請求できるものとし
ます。

① 品物等代金等の未払いにより第14条に該当した場合。
じ生が項事るす難困を行履の約契人個は又画計本 ②

た場合。
。合場たっあが為行信背の他のそ欺詐るす対に協生 ③

【品物等のお届け】
第７条
注文を受けた品物等の受け渡しは、店頭での受け渡
しとなります。

品に時たし領受が者用利各、はし渡け受ので頭店 ⒉
物等の引き渡しを完了し、所有権を移転するもの
とします。

届おてに便配宅に等グロタカ、ずらわかかに項前 ⒊
けする旨を記載した品物等については、外部業者
の宅配便により配達します。その場合は、各利用
者が受領した時に品物等の引き渡しを完了し、所
有権を移転するものとします。

【配達明細書及び請求書】
第８条
生協は、注文を受けた品物等の受け渡しを併せて明
細書をお渡しします。店舗事業のご利用明細（以下、
「請求書」といいます）は月1回、生協が年度ごとに
定めた期間の請求額をまとめて発行します。（請求
書の発行が必要ないと申請があった場合は請求書の
発行はしないものとします。）
【品物等のお届けができない場合】
第９条
災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、
争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政
庁の処分・指導等の措置、輸出入の再の港湾作業の
遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量
不足、注文の著しい増加、その他の事由によって注
文通りの品物の受け渡しができない場合があります。

届おや日け届お、りよに断判の協生、合場の項前 ⒉
け方法の変更、お届けの中止、お届けの分量の削
減、生協の定めたルールによる代替品の提供によっ
て対応する場合があります。これからの事情につ
いては、原則として配達明細書、電話、電子メー
ル等の電磁的方法によりお知らせするものとし、
代金等の返金等が発生する場合は、原則として代
金からの減額により行ないます。

ごに前事ていつに供提の品替代、ちうの応対項前 ⒊
同意いただいてない場合、利用者は、生協による
代替品の提供からその都度生協が定める期間以内
に代替品を返品することができます。この場合、
注文した品物は提供できなかったものとして、原
則として代金からの減額により代金等の返金等を
行ないます。

2前てしを則原は協生、ていつに応対るよに項3前 ⒋
項に定める返金等の他に責任を負わないものとし
ます。

法令、その他管理手順書に従い、合理的な安全対策
を講ずるものとする。
⒉　不要になった個人情報および所定の保存期間が
終了した個人情報は、適正な方法によって破棄また
は消去するものとする。

第８条（個人情報の秘密保持に関する従事者の責務）
個人情報の収集、利用、提供又は委託処理等、個

人情報を取り扱う業務に従事する者は、法令、本規
程及びその他の管理手順書もしくは個人情報保護管
理者の指示した事項に従い、個人情報保護に十分な
注意を払ってその業務を行なうものとする。

第９条（個人情報の委託処理に関する措置）
個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合

は、委託業務目的以外の使用および複製の禁止、秘
密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定
める等、委託を受けた物に対する必要かつ適切な監
督を行なうものとする。

第５章　開　示
第10条（事項の回答）
組合は保有する個人データに関する次の事項につ

いて、本人の求めに応じて遅滞なく回答するものと
する。
①保有個人データの利用目的
②第11条、12条、13条に定める事項の手続き

申の情苦のていつにい扱り取のターデ人個有保 ③
出先

第11条（開示）
本人から自己の情報について開示の請求があった

場合は、本人であることを確認した上で、別に定め
る手順で行なうものとする。
⒉　前項にかかわらず、次の場合には開示請求に応
じない。

不がとこるせら知に人本、りおとるめ定に令法 ⑴
適当と判断される場合。

そ、くなが示明の由理的理合に会照のらか人本 ⑵
れらに応えていけば業務に著しく支障が生じる
恐れが亜る場合。

⒊　前項に基づき、開示請求に応じない場合は、原
則として本人にその理由の説明を行なうものとする。

第12条（訂正・削除）
個人情報の記録内容に誤りがあって、本人から訂

正または削除の請求を受けた場合は、訂正・削除す
べき事実を確認の上遅滞なくその請求に応じるもの
とする。

第13条（自己情報の利用又は提供の拒否権）
組合が保有している個人情報については、本人か

ら自己の情報についての利用又は第三者への提供を
正当な理由で拒まれた場合は、これに応ずるものと
する。ただし、法令に基づき、本人の同意を得ずに
第三者に個人情報を提供したことを理由とする場合
はこの限りではない。

第６章　組織・教育・その他
第14条（個人情報保護管理責任者）
組合は、本規程の厳正な運用を行なうために、個

人情報保護管理責任者を配置する。

第15条（個人情報保護管理責任者の責任）
個人情報保護管理責任者は、本規程の定めるとこ

ろに基づき、個人情報保護に関する内部規定の整備、
安全対策の実施、教育訓練等を推進するための計画
を策定し、周知徹底等の措置を実践する責任を負う
ものとする。

第16条（報告義務）
組合の役員、職員・従業員は、法令および本規程
を遵守すると共に、事故及び法令違反となる行為を
発見した場合には、速やかに個人情報保護管理者へ
報告しなければならない。
⒉　個人情報保護管理責任者は、その取り扱う個人
データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの
安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害
するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会
規則で定めるものが生じたときは、当該事態が生じ
た旨を個人情報保護委員会に報告しなければならな
い。ただし、委託を受けた場合であって、当該事態
が生じた旨を委託先に通知したときは、この限りで
ない。
⒊　前項に規定する場合には、本人に対し、当該事
態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、
本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利
益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をと
るときは、この限りでない。

第17条（懲戒）
法令および本規程に故意又は重大な過失により違
反した職員・従業員は、就業規則の定めるところに
より懲戒に処するものとする。

第18条（教育）
組合は、個人情報保護の重要性を理解させ、確実
な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に
従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行なう。

第19条（規程の改廃）
本規程の改廃は、個人情報保護管理責任者が起案
し、統括専務理事が決裁する。

附　則
（実施期日）
第1条　本規程は、2005年4月1日より施行する。
第2条　本規程は、2015年12月1日より改定施行する。
第3条　本規定は、2022年4月1日より改訂施工する。

組合員個人情報利用に関する 
お知らせ

生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

組合員の皆さんへ
インターネットの普及、電子取引の実用化など社
会経済の電子情報化の進展に伴い、共同購入申込・
受発注・配送等の個人情報のデータ化が進み、情報
を取り巻く環境が急速に変化しています。
ネットワークで接続されている情報システムが常
に外的脅威にさらされていることを認識し、組合員
の方々へ正確で安定的な情報を提供するとともに、
他に対しては個人情報保護に留意し、社会経済環境
変化に的確に対応していかなくてはなりません。
生活クラブ生協は、あらためて個人情報に関する
法律等を遵守するとともに、適切な取扱いに関する
「個人情報保護基本方針」を定めました。
生活クラブ組合員の皆様には、「個人情報保護基
本方針」とともに、個人情報の利用についても、下
記に記載された目的により利用させていただいてい
ることをご確認くださるようお願い申し上げます。
また、アンケート等で個人情報が集積される場合
は、あらかじめその利用目的を示し、必要な範囲に
限って利用させていただきます。

個人情報の利用目的
組合員の個人情報は、以下の目的のために利用さ

せていただきます。

①出資金や組合員名簿の管理、利用割戻しの計算。
発受、絡連、内案の業事の記下たれらめ定に款定 ②

注、ご請求、利用代金決済、事故・クレーム等緊
急の連絡対応、及びこれに付随する業務。

加にれこ（し入購を資物な要必に活生の員合組 ⒜
工しまたは生産し）て組合員に供給する事業。

の用利と置設の設施同協な用有に活生の員合組 ⒝
事業。

⒞組合員の生活改善及び文化の向上を図る事業。
⒟組合員の生活の共済を図る事業。

事る図を進増の祉福と上向の療医健保の員合組 ⒠
業。

識知るす関に業事合組の員業従合組び及員合組 ⒡
向上を図る事業。

上記の事業に付帯する事業。
活生・）析分用利、発開再、発開材費消（材費消 ③

改善・文化の向上に関する活動、利用アンケート、
キャンペーン・イベント及び市場調査・購買動向
に関する資料の送付・回収の確認。消費材情報や
申込書のダイレクトメールによるお知らせ。

動活の協生にめたるめ進に滑円を営運関機の協生 ④
や事業に関わる情報の提供。

。収回・付送トーケンアのめたの善改ムテスシ業事 ⑤
・会合連（プールグブラク活生、集募員合組規新 ⑥

他単協・関連会社等）の活動と事業の案内。
き続手種各るけおに等業事連関祉福・険保・済共 ⑦

代行。
合連合組同協活生合連業事ブラク活生びよお協生 ⑧

会（以下「生活クラブ連合会」といいます）、生
活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会（以下
「生活クラブ共済連」といいます）における以下
の注記に基づく共同利用。

、検点の金資出、はていつに管保の報情人個員合組 ⑨
経理上の必要と法律上定められた期間、利用消費
材の事故・クレームに対応する期間、安全性・正
確性に留意し、使用期間の過ぎた個人情報につい
ては、すみやかに適正な方法で廃棄します。

用する組合員の個人データ（組合員番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号・e-mailアドレス）を
生協および生活クラブ連合会、生活クラブ共済連
で共同利用します。共同利用に関する組合員個人
情報データの総管理責任者は生活クラブ連合会で
す。なお、共同利用を行なう団体以外に業務を委
託する際、組合員個人情報を提供する場合があり
ますが、その場合も上記1～9の利用目的の範囲と
します。

組合員個人情報の保管については、出資金の点検、
経理上の必要と法律上定められた期間、利用消費材
の事故・クレームに対応する期間、安全性・正確性
に留意し、使用期間の過ぎた個人情報については、
すみやかに適正な方法で廃棄します。

問合わせ窓口
生活クラブ生活協同組合
個人情報保護推進委員会
TEL　03（5426）5200
住所　東京都世田谷区宮坂3-13-13

2022年9月発行


